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　平成２０年５月２４日（土）午後２時より、平成２０年度滋
賀県行政書士会定時総会が大津プリンスホテルにおいて
開催された。全会員４１２名中、出席者９１名、委任状提出
者１７２名、計２６３名の出席により総会は有効に成立し、開
会が宣言された。

　本年総会では２名の物故会員があり、全員で黙祷を行
った。続いて盛武隆会長の挨拶では、まず戸籍法・住民基
本台帳法を一部改正する法律の本年５月１日施行に伴う
職務上請求書の様式等に触れ、職務上請求書用紙の適正
な使用及び取り扱いに関し、厳しい注意の喚起がなされ、
会員の職務倫理の再認識を求められた。また、行政書士
法改正で行政書士が申請手続きから聴聞・弁明代理まで
一貫した関与が可能になったことから、欠格事由の拡充、
業務停止の期間の拡大、罰則の強化等、コンプライアン
スの強化が図られるとともに法改正（行政不服申立代理
権、出廷陳述権、ＡＤＲ代理権獲得権）の分野の実務・
業務開拓研修への取組みが新たな行政書士業務につなが
りさらなる飛躍のための法改正でありたいと述べられた。

　功労者表彰に移り、業務歴２０年以上の会員１０名が会長
表彰を受けた。次に、嘉田由紀子滋賀県知事の祝辞が滋
賀県総務部部長川口逸司氏により代読された。その後世
古正会員を議長に選任し、議案審議に入った。第１号議
案から第５号議案までの各議案につき、それぞれ執行部
から会長及び担当副会長による提案説明が行われた。

　続いて事前に質問書を提出していた会員による質疑応
答が行われ、各議案とも再質問を含め慎重かつ熱心に審
議がなされ可決承認された。また、第５号議案において
滋賀県行政書士会綱紀委員の欠員に伴う新たな委員の選
任について役員選考委員が別室において審議した結果、
大津支部の竹村博行会員が綱紀委員に選任された。平成
２０年度定時総会は全ての議事を終え、礒田周治副会長
が閉会を宣言し、閉会した。

　全国の行政書士会の総会には様々な「かたち」がある。
会員の意志反映はどれがベストか。
　滋賀会のあり方検討のご参考に。

１．総会構成員 
　　①全員参加型　原則会員は誰でも参加自由。 
　　②代議員制　支部単位に選任した代議員が構成員。 
　　　代議員の選任方法 
　　　　イ．支部長が指名 
　　　　ロ．支部役員会で選任 

２．会長の選任方法 
　　①総会当日　選挙 
　　②全会員の郵便投票。総会当日開封して承認。 
　　③理事会で理事の互選 
　　④役員選考委員会で選考 

３．副会長の選任方法 
　　①総会当日　選挙 
　　②全会員の郵便投票。総会当日開封して承認。 
　　③理事会で互選 
　　④役員選考委員会で選考 
　　⑤会長が指名 

４．理事の選任方法　　 
　　①総会当日　選挙 
　　②全会員の郵便投票。総会当日開封して承認。 
　　③支部推薦 
　　④役員選考委員会で選考 
　　⑤会長が指名 

５．総会の成立 
　　委任状を出席者数に数える。 

６．総会議決
　　①出席者による票決
　　　イ．何人に委任されても一票
　　　ロ．委任者数を代理人に乗せて数える。
　　　　　（５人なら代理人ともで６票と数える）
　　②委任状を票決に加える

７．質問書・質問者 
　　①あらかじめ質問書提出者に限る 
　　②関連質問は認める 
　　③質問は質問書なしでも自由 
　　④誰でも質問できる 

８．会長任期 
　　①任期制限規定がない 
　　②任期は会則で制限（連続３期迄） 


